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2023 2月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

新型コロナ 新型コロナ 支援事業支援事業

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支
援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。（ひとり親世帯以外）（ひとり親世帯）共通

　まだ換金していない「うるま応援クーポン券」はありま
せんか？換金手続期間の期日が迫っております。詳細は
下記のQRコードにてご確認ください。

　まだ換金していないプレミアム商品券はありません
か？換金手続期間の期日が迫っております。詳細は下記
のQRコードにてご確認ください。

　コロナ禍に加え、物価高騰等の影響で様々な不安がある中、新生児の子育てをスタートさせる世帯の家計を応援する
ため、新生児一人当たり５万円の応援給付金を支給しています。

給 付 額

給 付 額

対象児童

対象児童

申請・受給対象者

申請方法

換金手続期間 換金手続期間

換金手続方法 換金手続方法

換金サイト
換金の流れ

換金場所

申請方法

児童一人当たり

児童一人当たり

令和５年２月17日㈮（必着）まで
※期限をすぎてからの換金は一切応じられません

令和５年２月10日㈮（必着）まで
※期限をすぎてからの換金は一切応じられません

半券を切り離し、本券と記入済み換金申請書を専用封筒に入
れて送付してください。

市商工会へ電話にて予約を取り、所定の換金手続を経て申請する。

令和４年4月1日～令和５年3月31日までに出生した子　

ひとり親
世帯以外

ひとり親
世帯

詳細は
こちら！

詳細は
こちら！

詳細は
こちら！

平成16年4月2日（特別児童扶養手当の対象児童は、平成14年4月2日から）～
令和５年２月28日までに出生した児童
※「ひとり親世帯以外」と「ひとり親世帯」の給付金は、重複して受給できません。
　詳しくは下記連絡先までお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

対象児を養育し同居している父母等で、申請日において本市に住民登録のある方
※令和５年４月１日以降の出生者・転入者は対象外となります。
　あらかじめご了承ください。

【お問合せ】　こども家庭課　☎923-4075

申　問　クーポン券事務局　☎954-6488
申　問

市商工会　与勝本所 ☎978-3168　石川支所 ☎964-3104

【お問合せ】　こども政策課　☎923-7624

こども家庭課へ郵送または窓口にて提出

書類をこども政策課へ郵送または窓口にて提出
※必要書類等の詳細については、市ホームページでご確認いただくか、お電話でお問合せください。

令和5年2月28日（火）まで（当日消印有効）

令和5年4月30日（日）まで（当日消印有効）

55

55

万円万円

万円万円

申請期限

申請期限

低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金

【加盟店向け】【加盟店向け】うるま応援クーポンうるま応援クーポン 【加盟店向け】【加盟店向け】うるまプレミアム商品券うるまプレミアム商品券

新生児を対象とした 新生児子育て世帯応援給付金新生児子育て世帯応援給付金

換金回数5回の各受付締め切り日までに申し込みのあったもの
を、翌週金曜日に振り込みます。
※締切日:令和4年12/23、令和5年1/6、1/20、2/3、2/17

換金期間内の毎週金曜日までに申し込みのあったものを、翌週
金曜日に振り込む。

うるま市商工会　与勝本所・石川支所
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年金
だより

国民年金保険料は国民年金保険料は
　　口座振替口座振替がお得です !がお得です !

【お問合せ】　市民課国民年金係　☎ 973-5498

　国民年金保険料は、納付期限までに保険料を納めなければ障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合が
あります。忙しくて支払う時間がないという方は、便利な口座振替をご利用ください。
　口座振替をご希望の方は、身分証明書（免許証・マイナンバー・保険証等）、通帳、金融機関届出印をご持参の上、
市民課　国民年金係までお申し出ください。

一定期間の保険料を前払い（前納）すると割引されてお得です。
※保険料は毎年変わります。記載の国民年金保険料は令和４年度のものです。

＊4月～9月分は4月末、10月～翌年3月分は10月末に一括
口座振替します。
＊3月分（または9月分）が納付されていない場合、初回の口座
振替は、3月分（または9月分）と６ヵ月前納分の7ヵ月とな
ります。

＊4月～翌々年3月分を4月末に一括口座振替します。
＊3月分が納付されていない場合、初回の口座振替は、3月分と2年前納分の25ヵ月となります。

＊4月～翌年3月分を4月末に一括口座振替します。
＊3月分が納付されていない場合、初回の口座振替は、3月分
と1年前納分の13ヵ月となります。

6ヵ月前納

2年前納

1年前納

申込期限

種　類 申込期限
（年金係には下記期限の２週間前まで）

２年前納 ４月分～翌々年３月分

2月末日１年前納 ４月分～翌年３月分

6か月前納
４月分～９月分

10月分～翌年３月分 8月末日

※当月末に口座振替することで、毎月約５0円割引することもできます。（随時受付）
※なお、経済的に納付が困難な方は『免除制度』もご活用ください。

さらにお得な口座振替の『前納制度』

現金で毎月納付
99,540円

現金で毎月納付する場合
397,320円

◦令和4年度保険料　16,590円×12ヵ月と
◦令和5年度保険料　16,520円×12ヵ月との合計

現金で毎月納付
199,080円

口座振替で前納
98,410円

口座振替で前納
381,530円

口座振替で前納
194,910円

1,130円割引

15,790円割引

4,170円割引


